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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
支持基板と、
前記支持基板に少なくとも一次元の自由度をもって変位可能に支持された検出用構造体と
、
前記検出用構造体の前記一次元の自由度の方向への変位を検出する変位検出手段と、
第1の軸回りの角速度に対して、前記一次元の自由度の方向へ第1のコリオリ力を発生せし
める第1の参照振動を、前記検出用構造体に励起する第1の駆動部と、
前記第1の軸とは異なる第2の軸回りの角速度に対して、前記一次元の自由度の方向へ第2
のコリオリ力を発生せしめる第2の参照振動を、前記検出用構造体に励起する第2の駆動部
と、
を有し、
前記検出用構造体は、前記一次元の自由度をもつ変位として、前記第1の軸及び前記第2の
軸とは異なる第3の軸回りの変位が可能であり、
前記検出用構造体は、
前記第3の軸方向に夫々振動可能に支持された、前記検出用構造体の回転中心を挟んで前
記第1の軸上に並ぶ第1の質量片と第2の質量片とを有する第1の質量部と、
前記第3の軸方向に夫々振動可能に支持された、前記検出用構造体の回転中心を挟んで前
記第2の軸上に並ぶ第3の質量片と第4の質量片とを有する第2の質量部と、
を備えており、
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前記第1の質量片及び第2の質量片には、前記第1の参照振動として前記第3の軸方向の振動
が励起されることにより、前記第1の軸回りの角速度に対して前記検出用構造体の回転中
心から等距離の点を結んで描かれる円の接線方向に前記第1のコリオリ力が発生し、
前記第3の質量片及び第4の質量片には、前記第2の参照振動として前記第3の軸方向の振動
が励起されることにより、前記第2の軸回りの角速度に対して前記検出用構造体の回転中
心から等距離の点を結んで描かれる円の接線方向に前記第2のコリオリ力が発生すること
を特徴とする角速度センサ。
【請求項２】
前記第2の駆動部は、前記第1のコリオリ力と分離可能な第2のコリオリ力を発生せしめる
第2の参照振動を励起し、
前記変位検出手段で検出された前記第1のコリオリ力と前記第2のコリオリ力に起因する前
記検出用構造体の変位に夫々対応する信号を分離し、前記第1の軸回りと前記第2の軸回り
の角速度信号を取得する制御部を有することを特徴とする請求項1に記載の角速度センサ
。
【請求項３】
前記第1の質量部と前記第2の質量部は、夫々2つ以上の質量片を備え、
前記第1の質量部と前記第2の質量部は、夫々、前記検出用構造体の回転中心を原点とする
互いに直交した2本の軸上に、等価なコリオリ力を発生する前記2つ以上の質量片を、他方
の軸を挟んで配置することを特徴とする請求項1または2に記載の角速度センサ。
【請求項４】
前記第1の質量片と第2の質量片とは、夫々互いに逆相で振動し、
前記第3の質量片と前記第4の質量片とは、夫々互いに逆相で振動することを特徴とする請
求項1から3の何れか1項に記載の角速度センサ。
【請求項５】
前記制御部が出力データ制御部と駆動制御部を備え、
前記出力データ制御部は、前記駆動制御部に指示して前記第1の参照振動と前記第2の参照
振動を交互に励起させ、選択した参照振動の情報を用いて2軸回りの角速度信号を振り分
けることを特徴とする請求項2から4の何れか1項に記載の角速度センサ。
【請求項６】
前記制御部が出力データ制御部と駆動制御部を備え、
前記駆動制御部は、異なる周波数で前記第1の参照振動と前記第2の参照振動を励起し、
前記出力データ制御部は、周波数分離により2軸回りの角速度信号を振り分けることを特
徴とする請求項2から4の何れか1項に記載の角速度センサ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、或る軸回りの角速度を検出するための角速度センサに関するものであり、特に
、振動型の2軸角速度センサに関する。
【背景技術】
【０００２】
従来、角速度を検出するためのセンサとして、参照振動する質量部に外部から角速度が入
力された時に発生するコリオリ力を検出することで物体の角速度を求める振動型角速度セ
ンサが提案されている。こうしたセンサの中で、半導体基板上にＭＥＭＳ（Micro-Electr
o Mechanical Systems）技術によって形成された振動型角速度センサが幾つか提案されて
いる。一般的に、半導体基板を用いた振動型角速度センサでは、参照振動する検出用の質
量部と垂直な軸回りの角速度入力に対して発生するコリオリ力に起因する当該質量部の変
位を計測して、角速度を取得する。
【０００３】
一方で、家電製品、ロボットなどといった分野において、動作制御のために複数の軸回り
の角速度を検知するという需要がある。こうした需要に対して、2軸回りの角速度を検出
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可能な角速度センサが提案されている（特許文献1、特許文献2参照）。特許文献1に記載
の発明は、1枚の半導体基板上に互いに角度配置を90°ずらして2つの一軸角速度センサ構
造を設け、2軸回りの角速度を測定可能とした振動型角速度センサである。図11(a)、(b)
は、特許文献1に記載の2軸角速度センサの模式図である。2つの振動子（質量部）601、60
2を備え、その夫々に駆動力657、658を与えて参照振動651、652を励起する駆動部603、60
4を備える。コリオリ力653、654の発生方向は同じ軸上であるが、2系統の検出電極を用い
て夫々角速度655、656を検出している。
【０００４】
また、特許文献2に記載の振動型角速度センサでは、1つの振動子が、2軸回りの角速度に
対して、異なる方向にコリオリ力を発生させ、夫々のコリオリ力方向への当該振動子の変
位を計測することで、2軸回りの角速度を夫々取得している。図11(c)、(d)に特許文献2に
記載の2軸角速度センサの模式図を各軸回りの角速度検出系毎に示す。各軸回りの角速度
検出系で振動子（質量部）605は、駆動部607によって駆動力677を与えられ参照振動671を
している。ここで、各軸回りの角速度675、676によって、異なる方向にコリオリ力673、6
74が発生し、これに対応して振動子605が夫々の方向に変位する。この変位を2系統の検出
電極を用いて計測している。
【特許文献１】特開平07-120266号公報
【特許文献２】特開平09-127148号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
しかしながら、上記半導体基板を用いた2軸角速度センサにおいては、1つの角速度検出軸
に対して1系統の検出電極対と変位検出回路が必要であった。そのため、多軸検知が必要
なシステムは、複数の検出電極対と複数の検出回路を構成に含み、システム構成が複雑に
なり易かった。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
上記課題に鑑み、本発明の角速度センサは、支持基板と、検出用構造体と、変位検出手段
と、第1の駆動部と、第2の駆動部とを有する。前記検出用構造体は、前記支持基板に少な
くとも一次元の自由度をもって可動に支持される。前記変位検出手段は、前記検出用構造
体の前記一次元の自由度の方向への変位を検出する。前記第1の駆動部は、第1の軸回りの
角速度に対して、前記一次元の自由度の方向へ第1のコリオリ力を発生せしめる第1の参照
振動を、前記検出用構造体の全体または一部分に励起する。前記第2の駆動部は、前記第1
の軸とは異なる第2の軸回りの角速度に対して、前記一次元の自由度の方向へ第2のコリオ
リ力を発生せしめる第2の参照振動を、前記検出用構造体の全体または一部分に励起する
。上記角速度センサにおいて、典型的には、前記第2の駆動部は、前記第1のコリオリ力と
分離可能な第2のコリオリ力を発生せしめる第2の参照振動を励起する。そして、前記変位
検出手段で検出された前記第1のコリオリ力と前記第2のコリオリ力に起因する検出用構造
体の変位に夫々対応する信号を分離し、前記第1の軸回りと前記第2の軸回りの角速度信号
を取得する制御部を備える。
【発明の効果】
【０００７】
本発明によれば、1系統の変位検出手段で2軸回りの角速度を検出でき、システムの簡素化
を図ることを可能にした角速度センサを提供できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００８】
本発明は、1系統の変位検出手段で2つの軸回りの角速度を検出することで、システムの簡
素化を図った角速度センサに係る。本発明を考案するにあたり、本発明者はコリオリ力の
発生する方向に着目した。
【０００９】
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本発明による角速度センサは、支持基板に少なくとも一次元の自由度をもって支持された
検出用構造体と、この検出用構造体の一次元の自由度の方向への変位を検出する変位検出
手段とを備える。また、検出用構造体の全体または一部に参照振動を励起する2つの駆動
部を備える。一部に参照振動を励起するとは、当該一部を検出用構造体の他部に対して相
対的に参照振動させることを意味する。第1の駆動部は、第1の軸回りの角速度に対して、
一次元の自由度の方向へ第1のコリオリ力を発生せしめる第1の参照振動を励起する。また
、第2の駆動部は、第1の軸とは異なる第2の軸回りの角速度に対して、一次元の自由度の
方向へ第2のコリオリ力を発生せしめる第2の参照振動を励起する。この角速度センサにお
いて、典型的には、第2の駆動部は、第1のコリオリ力と分離可能な第2のコリオリ力を発
生せしめる第2の参照振動を励起する。そして、変位検出手段で検出された第1のコリオリ
力と第2のコリオリ力に起因する検出用構造体の変位に夫々対応する信号を分離し、第1の
軸回りと第2の軸回りの角速度信号を取得する制御部を備える。変位検出手段として、後
述の実施形態では検出電極の組み合わせを挙げたが、検出用構造体の一次元の自由度の方
向への変位を検出できるものであれば、如何なるものでもよい。変位検出手段としては、
検出電極の組み合わせによる静電容量計測の他、ピエゾ抵抗や圧電素子が知られている。
圧電素子を用いる場合はコリオリ力が作用することによって発生する歪みを電圧変化とし
て検出する。ピエゾ抵抗を用いる場合は、コリオリ力が作用することによって発生する抵
抗変化を検出する。ピエゾ抵抗や圧電素子を、検出用構造体を支持する梁に設けることで
、コリオリ力を計測できる。
【００１０】
2つの軸回りの角速度が作用することにより発生する2つのコリオリ力の作用方向が一致す
る様に検出用構造体の全体または一部に2つの参照振動を励起するため、2つの軸回りに入
力される角速度の双方に対して、検出用構造体は単一方向へ変位する。
【００１１】
これにより、2軸回りの角速度を1系統の変位検出手段で取得することが可能になる。検出
された変位情報を制御部により分離することで、2軸回りの角速度が夫々独立に検出され
る。このためには、異なる角速度入力に対する検出用構造体の単一方向への変位を分離で
きる様に、2つの参照振動は、分離を可能とする相異態様で行われる必要がある。この分
離を可能とする相異態様の例は、後述する第3と第4の実施形態で説明される。ただし、単
に異なっているのみでは分離を可能とするとは言えないので、分離を可能とする異なり方
でなければならない。例えば、振動振幅が異なっているのみでは、分離可能とはならない
ので、こうした異なり方は除かれるが、分離を可能とするならば、如何なる異なり方でも
よい。ただし、2軸回りの角速度が同時には作用せず、常にどちらか一方のみが作用する
様な状況でセンサを使用する場合、2軸回りの角速度を合計して検出したい場合などには
、2つの参照振動が分離できない態様で励起される構造のセンサであってもよい。しかし
、これらは例外的な使用であるので、以下の説明では、2つの参照振動は、分離を可能と
する相異態様で行われるとする。
【００１２】
以上に説明した様に、本発明は、典型的には、2軸回りに作用する角速度により発生する
コリオリ力を単一方向に作用させ、得られた変位情報から2軸回りの角速度を分離するこ
とにより、2軸回りの角速度を検出する2軸角速度センサを提供する。
【００１３】
以下、本発明の実施形態について、図面を参照しながら説明する。なお、特に断りがない
限り、直交座標系（Ｘ－Ｙ－Ｚ軸）を用いて説明する。
【００１４】
（第1の実施形態）
第1の実施形態は、2つの軸回りの角速度を1つの方向へ作用させる角速度センサの構成の
一例である。本実施形態について、図1と図2を用いて説明する。
【００１５】
図1(a)は、本実施形態の2軸角速度センサにおける参照振動、角速度入力、及びコリオリ
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力の方向を示した図である。検出用構造体101は、Ｘ軸方向に第1の参照振動151を行い、
Ｚ軸回りの角速度155の入力に対応して、Ｙ軸方向に第1のコリオリ力153を発生させる。
同様に質量部101は、Ｚ軸方向に第2の参照振動152を行い、Ｘ軸回りの角速度156の入力に
対応して、Ｙ軸方向に第2のコリオリ力154を発生させる。
【００１６】
これらを各軸毎にまとめると、Ｘ軸は、第1の参照振動151の方向であり、第2の参照振動
に対する角速度156の入力軸である。同様に、Ｚ軸は、第2の参照振動152の方向であり、
第1の参照振動に対する角速度155の入力軸である。これに対して、Ｙ軸は、第1の参照振
動151に対する角速度入力で発生する第1のコリオリ力153及び第2の参照振動152に対する
角速度入力で発生する第2のコリオリ力154の作用方向である。
【００１７】
この様に、異なる2つの軸回りの角速度で発生するコリオリ力153、154の作用方向が一致
している点が本発明の特徴である。図1(a)では、コリオリ力153、154の作用方向である第
3の軸（Ｙ軸）方向は、異なる2つの軸である第1の軸（Ｘ軸）及び第2の軸（Ｚ軸）と直交
している。
【００１８】
図1(b)は、本実施形態の2軸角速度センサの構成を示したブロック図である。Ｘ軸方向に
駆動力157を発生させる第1の駆動部（駆動部1）102とＺ軸方向に駆動力158を発生させる
第2の駆動部（駆動部2）103が、検出用構造体101に第1の参照振動151と第2の参照振動152
を発生させる。ここに、Ｘ軸回りの角速度156、Ｚ軸回りの角速度155が入力されることで
、検出用構造体101に第1のコリオリ力153及び第2のコリオリ力154がＹ軸方向に作用する
。この結果、検出用構造体101の位置がＹ軸方向に変化し、位置情報が制御部104に入力さ
れる。制御部104は、2軸回りの角速度を分離し、夫々の軸回りの角速度として出力する。
【００１９】
図2(a)は、本実施形態の好適な具体的構成例を示す平面図である。また、図2(b)は、図2(
a)の各基板11、12、13のＺ方向の配置を示した図である。本実施形態の2軸角速度センサ1
では、検出用構造体101が、バネ1101によって、Ｘ軸、Ｙ軸、Ｚ軸の夫々の方向に自由度
をもって支持基板11に支持されている。検出用構造体101には、Ｙ軸方向に可動櫛歯電極1
102、1103が設けられ、これに対して、支持基板11には対向櫛歯電極（固定櫛歯電極）110
4、1105がある。また、検出用構造体101には、Ｘ方向に可動櫛歯電極1106、1107が設けら
れており、支持基板11の対向櫛歯電極（固定櫛歯電極）1108、1109との間でＸ軸方向への
駆動力が発生する様になっている。可動櫛歯電極1106、1107、固定櫛歯電極1108、1109を
総称して第1の駆動部102と呼ぶ。
【００２０】
更に、検出用構造体101には、上面に可動電極1110、下面に可動電極1111が設けられてい
る。また、支持基板11の上面に取り付けられる支持基板12の下面には、固定電極121が設
けられ、支持基板11の下面に取り付けられる支持基板13の上面には、固定電極131が設け
られている。可動電極1110、1111は、夫々、固定電極121、131を対向電極として、Ｚ軸方
向への駆動力を発生する。可動電極1110、1111、固定電極121、131を総称して第2の駆動
部103と呼ぶ。
【００２１】
検出用構造体101は、第1の駆動部102により発生されるＸ軸方向の駆動力157によってＸ軸
方向に参照振動151を行い、Ｚ軸回りの角速度155に対してＹ軸方向へのコリオリ力153を
発生する。また、検出用構造体101は、第2の駆動部103によって発生されるＺ軸方向の駆
動力158によってＺ軸方向に参照振動152を行い、Ｘ軸回りの角速度156に対してＹ軸方向
へのコリオリ力154を発生する。
【００２２】
Ｚ軸回りの角速度155の入力、Ｘ軸回りの角速度156の入力に対して夫々発生するコリオリ
力153、コリオリ力154は、共に検出用構造体101をＹ軸方向に変位させる。このため、検
出用構造体101のＹ軸方向の変位を検出することで、2軸回りの角速度によるコリオリ力の
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合計が検出される。本構成例では、Ｙ軸方向変位の検出のために、変位検出手段を構成す
る可動櫛歯電極1102、1103と固定櫛歯電極1104、1105の間の静電容量の変化を検出してい
る。
【００２３】
検出されたＹ軸方向位置変位は、制御部104により、夫々の軸回りの角速度の情報が分離
され、2軸回りの角速度の出力が得られる。
【００２４】
以上の様に、本実施形態では、検出用構造体101は、第1の軸（Ｘ軸）方向及び第2の軸方
向（Ｚ軸）についても変位可能に支持される。また、検出用構造体101は、第1の駆動部10
2及び第2の駆動部103によって第1の参照振動及び第2の参照振動を夫々行う。
【００２５】
本実施形態によれば、2軸回りの角速度によるコリオリ力を1つの方向に作用させたため、
1系統の検出手段で2軸回りの角速度を検出でき、システムの簡素化と小型化が可能になる
。また、本実施形態によれば、1つの検出用構造体101の中に2つの質量部を設ける必要が
無く、質量部1つあたりの質量を大きくすることができる。これにより、振動型角速度セ
ンサの検出感度を向上させることができる。
【００２６】
（第2の実施形態）
上記第1の実施形態で示した第1の参照振動及び第2の参照振動は、検出用構造体の一部分
として当該検出用構造体に可動に設けられた質量部の振動により実現してもよい。第2の
実施形態は、検出用構造体205に設けられた2つの質量部201、202が夫々参照振動を行う様
な2軸角速度センサの構成に係る。第2の実施形態でも、2軸回りの角速度入力により発生
するコリオリ力を共通の検出用構造体に作用させることで、コリオリ力を1系統の変位検
出手段で検出できる。
【００２７】
図3(a)は、第2の実施形態の2軸角速度センサにおける参照振動、角速度入力、及びコリオ
リ力の方向を示した図である。第1の質量部201は、Ｘ軸方向に第1の参照振動251を行い、
Ｚ軸（第1の軸）回りの角速度255の入力に対応して、Ｙ軸（第3の軸）方向に第1のコリオ
リ力253を発生させる。質量部202は、Ｚ軸方向に第2の参照振動252を行い、Ｘ軸（第2の
軸）回りの角速度256の入力に対応して、Ｙ軸方向に第2のコリオリ力254を発生させる。
第1の実施形態との違いは、2つの方向の参照振動を第1の質量部201と第2の質量部202とで
分担して行っている点である。
【００２８】
図3(b)は、第2の実施形態の2軸角速度センサについての構成を示したブロック図である。
Ｘ軸方向に駆動力257を発生させる第1の駆動部203が、第1の質量部201に第1の参照振動25
1（Ｘ軸方向）を発生させる。ここに角速度255（Ｚ軸回り）が与えられると、Ｙ軸方向に
コリオリ力253が発生する。同様に、Ｚ軸方向に駆動力258を発生させる第2の駆動部204が
、第2の質量部202に第2の参照振動252（Ｚ軸方向）を発生させる。ここに角速度256（Ｘ
軸回り）が与えられると、Ｙ軸方向にコリオリ力254が発生する。両方の質量部201、202
で発生したコリオリ力253、254は両方とも検出用構造体205に対してＹ軸方向に作用する
。本実施形態では、検出用構造体205は、2つの質量部で発生するコリオリ力253、254の合
力に応じて、Ｙ軸方向に変位量259だけ変位する。第1の実施形態との違いは、2つの質量
部の2つの参照振動により発生した2つのコリオリ力が検出用構造体205に作用し、変位を
起こす点である。
【００２９】
以下、本実施形態の具体的な構成例について、図4を用いて説明する。図4は本実施形態の
好適な構成例を示す分解斜視図である。本実施形態の2軸角速度センサ2は、検出用構造体
205が支持基板21上に、Ｙ軸に対して柔らかく他の2軸に対して硬く設計されたバネ2101で
支持されている。検出用構造体205上にはＹ軸方向に可動櫛歯電極2102、2103が設けられ
ており、これに対して、支持基板21上には対向電極（固定櫛歯電極）2104、2105がある。
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更に、検出用構造体205には、Ｘ軸方向に柔らかく他の方向に硬いバネ2106で支持された
第1の質量部201と、Ｚ方向に柔らかく他の方向に硬いバネ2107で支持された第2の質量部2
02がある。
【００３０】
また、第1の質量部201は可動櫛歯電極2108、2109を備え、検出用構造体205上の固定櫛歯
電極2110、2111を対向電極として駆動力257を発生させる。可動櫛歯電極2108、2109、固
定電極2110、2111を総称して第1の駆動部203と呼ぶ。第2の質量部202は、その表面上の可
動電極2112と、その裏面上の可動電極（不図示）を備える。また、支持基板21の上に取り
付けられる支持基板22の下面には固定電極221があり、支持基板21の下に取り付けられる
支持基板23の上面には固定電極231がある。2つの可動電極2112は、夫々、固定電極221、2
31を対向電極として、駆動力258を発生させる。2つの可動電極2112、固定電極221、231を
総称して第2の駆動部204と呼ぶ。
【００３１】
第1の質量部201は、駆動部203によって発生する駆動力257によってＸ軸方向に参照振動25
1を行い、Ｚ軸回りの角速度255に対してＹ軸方向へのコリオリ力253を発生する。バネ210
6はＹ軸方向に硬いため、コリオリ力253は質量部201と共に検出用構造体205にも伝わる。
同様に、第2の質量部202は駆動部204で発生する駆動力258によってＺ軸方向に参照振動25
2を行い、Ｘ軸回りの角速度256に対してＹ軸方向へのコリオリ力254を発生する。バネ210
7もＹ軸方向に硬いため、コリオリ力254は質量部202と共に検出用構造体205にも伝わる。
この様にしてコリオリ力253及びコリオリ力254は検出用構造体205をＹ軸方向に変位させ
る。
【００３２】
この結果、2軸角速度センサ2にＸ軸回りの角速度256、Ｚ軸回りの角速度255が入力される
と、検出用構造体205に対してＹ軸方向のコリオリ力254及びコリオリ力253が作用する。2
つのコリオリ力が作用することで、検出用構造体205が変位する。これにより、可動櫛歯
電極2102と固定電極2104の間、可動櫛歯電極2103と固定電極2105の間の静電容量が変化す
る。この静電容量の変化を検出することで、2つの軸回りの角速度により発生するコリオ
リ力の大きさの合計を検出できる。その後、制御部206を用いて、夫々の軸回りの角速度
を分離することで2軸回りの角速度を得る。
【００３３】
以上の様に、本実施形態でも、上記一次元の自由度の方向は、第1の軸（Z軸）及び第2の
軸（X軸）と異なる第3の軸（Y軸）方向である。検出用構造体205は、第3の軸上に、第2の
軸方向に振動可能に支持された第1の質量部と、第1の軸方向に振動可能に支持された第2
の質量部とを備える。第1の質量部は第1の駆動部により第1の参照振動を行い、第2の質量
部は第2の駆動部により第2の参照振動を行う。
【００３４】
本実施形態において、第1の軸と第2の軸は直交しているが、その他の種々の角度を取り得
る。すなわち、コリオリ力は参照振動、角速度入力と垂直に作用するから、第1の軸と第2
の軸は第3の軸と直交する平面内において任意の角度で設定した場合には、コリオリ力の
作用方向は第3の軸で一致する。このように、第1の軸、第2の軸が直交することは必須で
はない。ただし、この構成で検出される角速度は、第3の軸と垂直な平面内で、第1の軸に
直交する軸回りの角速度と、第3の軸と垂直な平面内で第2の軸に直交する軸回りの角速度
となる。
【００３５】
第1の軸と第2の軸が直交しない構成は、例えば以下のように構成可能である。本構成では
第3の軸に直交する平面上に、第3の軸方向に軟らかいバネで支持された検出用構造体を備
える。また、第3の軸に直交する平面内の任意の2方向を第1の軸、第2の軸とすると、検出
用構造体は第1の軸方向に振動可能に支持された第1の質量部、第2の軸方向に振動可能に
支持された第2の質量部を備える。ここでは、第1の質量部は第1の駆動部により第1の参照
振動を行い、第2の質量部は第2の駆動部により第2の参照振動を行う。
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【００３６】
また、本実施形態において、検出用構造体が第2の軸方向にも変位可能に支持されると共
に、第3の軸上に、第1の軸方向へ変位可能に支持された質量部（上記第2の質量部に対応
する）を備える形態にも変更できる。ここでは、検出用構造体は第1の駆動部により第1の
参照振動を行い、質量部は第2の駆動部により第2の参照振動を行う。この構成は、次の様
に、図4の構成を包含する構成と見なすこともできる。すなわち、図4の構成において、Y
軸である第3の軸方向に変位可能な検出用構造体205に、X軸である第2の軸方向へ変位可能
に支持された第1の質量部201を含ませて、新たに検出用構造体と見なす。そして、この検
出用構造体205、201が、第3の軸上に、Z軸である第1の軸方向へ変位可能に支持された質
量部（第2の質量部）202を備えると見るのである。
【００３７】
本実施形態では、2軸回りの角速度作用時に発生するコリオリ力を1つの検出用構造体205
に同一方向で作用させ、検出用構造体205の動きを検出する様に構成した。また、2つの参
照振動を2つの質量部201、202に分担させた。本実施形態によれば、角速度センサを構成
するバネが単一方向にのみ柔らかくなる様に設計できるため、他の軸回りの角速度がノイ
ズとして検出される可能性の小さいバネ設計が容易になる。これにより、角速度センサの
検出精度を高めることが可能になる。
【００３８】
（第3の実施形態）
本発明の角速度センサは、2つの軸回りの角速度から発生するコリオリ力の方向を一致さ
せ、その両方による検出用構造体の変位を1系統の変位検出手段で検出する。そのため、
第1の実施形態、第2の実施形態で述べた角速度センサの分離・検出機構として、夫々の軸
回りの角速度を得るために、制御部を設けた。以下に第2の実施形態を用いて、制御部の
構成について説明する。勿論、ここでの角速度の分離・検出方法は他の実施形態で用いる
こともできる。
【００３９】
第3の実施形態では、2つの質量部201、202を交互に参照振動させ、夫々の質量部が発生す
るコリオリ力が独立に検出用構造体205に作用する時間を利用して各軸回りの角速度を独
立に検出する。すなわち、本実施形態では、2軸回りの角速度の出力は時分割により分離
される。このための機構について以下に図5と図6を用いて説明する。
【００４０】
図5は本実施形態の分離・検出機構に関する図である。第2の実施形態と同じ機能の部分に
ついては、同じ番号で示している。本実施形態に係る2軸1電極検出角速度センサの分離・
検出機構について説明する。第1の駆動部203及び第2の駆動部204は、制御部301の指令を
受けて動く様になっている。制御部301は、出力データ制御部3011と駆動制御部3012で構
成される。出力データ制御部3011は、駆動制御部3012に、駆動部203と駆動部204の動作切
り換え信号（動作選択信号）を送出する。駆動制御部3012は、動作切り換え信号を受けて
、駆動部203と駆動部204に交互に駆動信号を供給する。これにより、駆動部203及び駆動
部204が交互に動作し、駆動力257と駆動力258を発生する。この結果、質量部201、202は
間歇的に参照振動する。
【００４１】
このとき、検出用構造体205には、質量部201で発生する第1のコリオリ力253と質量部202
で発生する第2のコリオリ力254が交互に作用する。この結果、出力データ制御部3011は、
駆動する質量部を切り換える毎に、異なる軸回りの角速度に起因する検出用構造体205の
変位量を検出することになる。出力データ制御部3011では、駆動制御部3012に出力してい
る情報により、検出用構造体205の変位量がどちらの軸回りの角速度によるものかを判断
し、角速度信号を外部に送出する。
【００４２】
図6は、第3の実施形態における駆動力257及び駆動力258の印加状態と検出用構造体205の
動き（参照振動）の時間変化を示す図である。駆動部203及び駆動部204の駆動／停止が切
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り替わることにより、異なる軸回りの角速度がY軸方向の位置変化に現れている。この様
に、本実施形態の特徴は、夫々の軸回りに加わる角速度を時間軸で分離し、検出している
ことである。
【００４３】
以上の様に、本実施形態では、制御部301が出力データ制御部3011と駆動制御部3012を備
え、出力データ制御部は、駆動制御部に指示して第1の参照振動と第2の参照振動を交互に
励起させる。そして、選択した参照振動の情報を用いて2軸回りの角速度信号を振り分け
る。こうして、制御部301は、上記変位検出手段で検出された第1のコリオリ力と第2のコ
リオリ力に起因する変位に夫々対応する信号を分離し、第1の軸回りと第2の軸回りの角速
度信号を取得する。
【００４４】
信号処理手段である制御部301は、例えばＣＰＵの様なデジタル演算処理装置を用いて構
成できる。本実施形態によれば、2つの質量部201、202で発生する振動の相互干渉を抑え
られると共に、2つの質量部で発生するコリオリ力253、254を簡単な構成で分離すること
が可能である。
【００４５】
なお、本実施形態では、2つの質量部のうち片方を駆動するステップと他方を駆動するス
テップを交互に配置したが、この間に双方ともに駆動しない第3のステップがあってもよ
い。この様に構成することで、2つの質量部201、202で発生する振動の干渉の更なる低減
が可能となり、2軸回りの2軸角速度を1軸で検出する角速度センサを構成することが容易
になる。
【００４６】
また、質量部201及び質量部202を共振駆動する場合、2つの質量部201及び質量部202の共
振周波数が異なるよう構成すると更に良い。この様に構成することで、2つの質量部で発
生する振動の干渉を更に抑制できる。
【００４７】
また、共振駆動をしない場合は、駆動対象となっている質量部以外への影響を低減するた
め、駆動対象でない質量部の共振周波数を避けて駆動周波数を選択すると良い。この様に
構成することで、質量部での不要な参照振動の発生を更に低減できることから、検出精度
が向上する。
【００４８】
（第4の実施形態）
第4の実施形態を説明する。本実施形態では、2つの質量部201と質量部202が異なる周波数
で駆動する。これにより、それぞれの質量部は互いに異なる周波数のコリオリ力を発生す
る。制御部は、検出用構造体205で検出されたコリオリ力の合計値を周波数により分離し
、二軸回りの角速度を検出する。このための分離・検出機構について図7と図8を用いて説
明する。以下に第2の実施形態を用いて、制御部の構成について説明する。勿論、ここで
の角速度の分離・検出方法も他の実施形態で用いることができる。
【００４９】
図7は、第3の実施形態で説明した分離・検出機構とは別形態の分離・検出機構を示す図で
ある。本実施形態では、制御部401は、出力データ制御部4011と駆動制御部4012を備える
。駆動制御部4012の指令信号402により、駆動部203は第1の質量部201を第1の周波数f1で
駆動する。同様に、駆動制御部4012の指令信号403により、駆動部204は第2の質量部202を
第2の周波数f2で駆動する。2つの駆動部203、204は同時に駆動力を発生する。この時、第
1の質量部201で発生したコリオリ力253は第1の周波数f1を持つ波の振幅として検出され、
第2の質量部202で発生したコリオリ力254は第2の周波数f2を持つ波の振幅として検出され
る。検出用構造体205では、第1の質量部201で検出される角速度と第2の質量部202で検出
される角速度の和に応じた変位（Y軸方向の位置変化）が発生する。
【００５０】
出力データ制御部4011は、検出用構造体205の変位データから、周波数毎にパワーを算出
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することで、2つの質量部201、202で発生したコリオリ力を分離する。
【００５１】
図8(a)は、第4の実施形態における駆動力257及び駆動力258の印加状態と、そのときに発
生する検出電極の変位（Y軸方向の位置変化）の時間変化を示す図である。図8(b)に示す
様に、検出電極の変位を周波数分離すると、夫々、駆動力257及び駆動力258の周波数f1、
f2付近に振幅のピークが出る。ここで算出された振幅が角速度検出結果となる。この様に
出力データ制御部4011で周波数分離を行うことにより、2軸回りの角速度を分離すること
ができる。
【００５２】
以上の様に、本実施形態では、制御部401が出力データ制御部4011と駆動制御部4012を備
える。そして、駆動制御部は、異なる周波数で第1の参照振動と第2の参照振動を励起し、
出力データ制御部は、周波数分離により2軸回りの角速度信号を振り分ける。ここでも、
制御部401は、上記変位検出手段で検出された第1のコリオリ力と第2のコリオリ力に起因
する変位に夫々対応する信号を分離し、第1の軸回りと第2の軸回りの角速度信号を取得す
る。
【００５３】
本実施形態によれば、2つの軸回りの角速度を連続的に検出可能である。本実施形態は、
周波数分割により2軸回りの角速度を分離している点が第3の実施形態と異なる。
【００５４】
データ制御部4011は、フーリエ変換する手段を用いて構成できる。フーリエ変換器を用い
ることで、信号の劣化を招くことなく2つの軸回りの角速度を分離することができる。ま
た、データ制御部4011はフィルタを用いても構成できる。フィルタを用いることで、演算
回路を用いることなく、簡易な構成で信号を分離することができる。なお、本実施形態の
分離・検出方法（周波数分離法）と第3の実施形態の分離・検出方法（時分割法）を組み
合わせて用いることもできる。こうすれば、2つの質量部で発生する振動の干渉を更に抑
制することができる。
【００５５】
（第5の実施形態）
第5の実施形態を説明する。本実施形態では、検出用構造体509として回転可能に支持され
たものを用いる。また、質量部の発生するコリオリ力を検出用構造体509の回転中心から
等距離の点を結んで描かれる円の接線方向に一致させる。検出用構造体509は接線方向に
回転し、これが、コリオリ力による変位として検出される。以下に本実施形態について図
を用いて説明する。
【００５６】
図9(a)は、本実施形態の2軸角速度センサにおける参照振動、角速度入力、及びコリオリ
力の発生方向を示した図である。本実施形態では、4つの質量片501、502、503、504を備
える。質量片501は、Ｚ軸方向に参照振動551を行い、Ｘ軸回りの角速度559の入力に対し
てＹ軸方向へコリオリ力555を発生させる。質量片502は、Ｚ軸方向に質量片501と逆相で
参照振動552をしており、Ｘ軸回りの角速度559の入力に対し、Ｙ軸方向へ質量片501と逆
方向のコリオリ力556を発生させる。質量片503は、Ｚ軸方向へ参照振動553を行い、Ｙ軸
回りの角速度入力560に対しＸ軸方向へのコリオリ力557を発生する。質量片504は、Ｚ軸
方向へ質量片503と逆相で参照振動554をしており、Ｙ軸回りの角速度560の入力に対し、
Ｘ軸方向へ質量片503と逆の方向へのコリオリ力558を発生させる。質量片501、502が第1
の質量部を構成する。質量片503、504が第2の質量部を構成する。
【００５７】
これらを各軸毎にまとめると、Ｚ軸は全ての参照振動の振動方向である。第1の軸である
Ｘ軸は、参照振動1（551）と参照振動2（552）に対する角速度559の入力軸であり、参照
振動3（553）と参照振動4（554）に対するコリオリ力557、558の発生方向である。第2の
軸であるＹ軸は、参照振動3（553）と参照振動4（554）に対する角速度560の入力軸であ
り、参照振動1（551）と参照振動2（552）に対するコリオリ力555、556の発生方向である
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。ここでは、参照振動1（551）と参照振動2（552）が第1の参照振動であり、参照振動3（
553）と参照振動4（554）が第2の参照振動である。
【００５８】
図9(b)は、本実施形態の2軸角速度センサの構成を示すブロック図である。質量片501、質
量片502、質量片503、質量片504は、夫々、駆動部505、駆動部506、駆動部507、駆動部50
8を備え、これらからの駆動力561、562、563、564を受けてＺ軸（第3の軸）方向に参照振
動を行う。ここにＸ軸回りの角速度559、Ｙ軸回りの角速度560が入力されると、夫々の質
量片ではコリオリ力555、556、557、558が発生し、検出用構造体509に作用する。
【００５９】
図9(c)は、第5の実施形態における検出用構造体509上での質量片501、502、503、504の配
置を示した斜視図である。検出用構造体509上には、Ｘ軸上に、円板の中心を挟んで質量
片501、質量片502が配置されている。また、Ｙ軸上に、円板の中心を挟んで質量片503、
質量片504が配置されている。各質量片を参照振動させるバネはＺ軸方向にのみ柔らかく
設計されているため、各質量片で発生するコリオリ力はすべて、検出用構造体509の回転
中心から等距離の点を結んで描かれる円の接線方向に作用する。この結果、検出用構造体
509は回転中心を軸に回転変位する。このＺ軸回りの位置変化を検出し、制御部510で分離
することで、2軸回りの角速度の大きさを検出できる。
【００６０】
第1の実施形態、第2の実施形態と異なり、コリオリ力の発生方向は円板の検出用構造体50
9の回転中心から等距離の点を結んで描かれる円の接線方向に揃えられている。この様に
、2つの軸回りの角速度で発生するコリオリ力の作用方向が回転中心から等距離の点を結
んで描かれる円の接線方向に一致している点が本実施形態の特徴である。以下に本実施形
態の好適な構成例について図10を用いて説明する。
【００６１】
図10(a)は、第5の実施形態の好適な構成例を示す平面図である。図10(b)は、図10(a)の各
支持基板51、52、53のＺ方向の配置を示した図である。本実施形態の2軸角速度センサ5は
、検出用構造体509がバネ5101によって支持基板51に回転方向に運動可能に設置されてい
る。検出用構造体509は円板状であり、可動櫛歯電極5102が回転方向の変位を取得可能に
取り付けられており、これに対して、支持基板51には対向電極（固定櫛歯電極）5103、51
04が設置される。更に、検出用構造体509には、Ｚ方向に柔らかく他の方向に硬いバネ510
5、5106、5107、5108で支持された第1の質量片501、第2の質量片502、第3の質量片503、
第4の質量片504がある。質量片501と質量片502は等しい大きさ（マス）を持ち、Ｘ軸上に
、円板の回転中心を挟んで等距離に配置されている。同様に、質量片503及び質量片504は
等しい大きさ（マス）を持ち、Ｙ軸上に、円板の回転中心を挟んで等距離に配置されてい
る。
【００６２】
第1の質量片501は、上面に可動電極5110、下面に可動電極（不図示）を備え、支持基板52
の下面に設置された固定電極521及び支持基板53の上面に設置された固定電極531との間で
Ｚ軸方向への駆動力561を発生させる。第1の質量片501上の2つの可動電極5110（1つは不
図示）、固定電極521、531を総称して駆動部1（505）と呼ぶ。
【００６３】
同様に、第2の質量片502は、上面に可動電極5112、下面に可動電極（不図示）を備え、支
持基板52の下面に設置された固定電極522及び支持基板53の上面に設置された固定電極532
との間でＺ軸方向への駆動力562を発生させる。第2の質量片502上の2つの可動電極5112（
1つは不図示）、固定電極522、532を総称して駆動部2（506）と呼ぶ。駆動部1（505）と
駆動部2（506）が第1の駆動部を構成する。
【００６４】
同様に、第3の質量片503は、上面に可動電極5114、下面に可動電極（不図示）を備え、支
持基板52の下面に設置された固定電極523及び支持基板53の上面に設置された固定電極533
との間でＺ軸方向への駆動力563を発生させる。第3の質量片503上の2つの可動電極5114（
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1つは不図示）、固定電極523、533を総称して駆動部3（507）と呼ぶ。
【００６５】
同様に、第4の質量片504は、上面に可動電極5116、下面に可動電極（不図示）を備え、支
持基板52の下面に設置された固定電極524及び支持基板53の上面に設置された固定電極534
との間でＺ軸方向への駆動力564を発生させる。第4の質量片504上の2つの可動電極5116（
1つは不図示）、固定電極524、534を総称して駆動部4（508）と呼ぶ。駆動部3（507）と
駆動部4（508）が第2の駆動部を構成する。
【００６６】
上記の様な構成で2軸角速度センサを構成し、角速度を検出する時は、可動櫛歯電極5102
と固定電極5103、5104の間の静電容量の変化を検出することにより、Ｚ軸回りの回転方向
の位置変化の情報を得る。
【００６７】
質量片501及び質量片502は、駆動部505と駆動部506によって互いに逆相に駆動され、Ｘ軸
回りの角速度入力559に対して、検出用構造体509の回転中心から等距離の点を結んで描か
れる円の接線方向へのコリオリ力を発生させる。また、質量片503及び質量片504は、駆動
部507と駆動部508によって互いに逆相に駆動され、Ｙ軸回りの角速度入力560に対して、
検出用構造体509の回転中心から等距離の点を結んで描かれる円の接線方向へのコリオリ
力を発生させる。これにより、可動櫛歯電極5102と固定電極5103、5104の間の静電容量が
変化する。この静電容量の変化を検出することで、Ｚ軸回りの回転方向の位置変化を検知
し、コリオリ力の強さを検出できる。
【００６８】
その後、制御部510を用いて、夫々の軸回りの角速度559、560を分離することで2軸回りの
角速度を得る点は、第1の実施形態、第2の実施形態と同様である。
【００６９】
本実施形態では、検出用構造体509の回転中心を挟んで互いに反対側に同じ大きさで逆向
きのコリオリ力を発生させる質量片が対で設けられていることが望ましい。その理由は、
これにより、Ｘ軸方向、Ｙ軸方向に働く力の和をゼロにでき、Ｚ軸回りの回転モーメント
のみを検出用構造体509に与えることが可能になるためである。なお、本実施形態では、
同じ大きさ（マス）を持つ2つの質量片を検出用構造体509の回転中心に関して対称に配置
したが、発生するコリオリ力の絶対値が等しければ、必ずしもこの構成にする必要はない
。すなわち、検出用構造体509の回転中心からの位置や、参照振動の駆動振幅の調整によ
って、発生するコリオリ力の絶対値の等しい質量片を第1の質量部、第2の質量部として配
置する他の構成も採り得る。
【００７０】
以上の様に、本実施形態では、検出用構造体509は、第1の軸上（X軸上）に第3の軸（Z軸
）方向に振動可能に支持された第1の質量部を備え、第2の軸上（Y軸上）に第3の軸方向に
振動可能に支持された第2の質量部を備える。そして、検出用構造体の一次元の自由度の
方向が、第1の軸及び第2の軸と異なる第3の軸の回りである。
【００７１】
より具体的には、上記第1の質量部と上記第2の質量部は、夫々2つ以上の質量片（上記構
成例では、第1と第2の質量片、及び第3と第4の質量片）を備える。そして、第1の質量部
と第2の質量部は、夫々、検出用構造体の回転中心を原点とする互いに直交した2本の軸上
に、等価なコリオリ力を発生する質量片を、他方の軸を挟んで配置している。また、上記
他方の軸を挟んで配置された、等価なコリオリ力を発生する質量片は、夫々、互いに逆相
で振動する。
【００７２】
本実施形態では、直交する2つの軸上に質量片の対を配置する構成としたが、第2の実施形
態と同様、Ｚ軸と直交する平面上において任意の2本の軸を選択し、これらの軸上に、質
量片の対を夫々配置する構成としてもよい。
【００７３】
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本実施形態によれば、検出用構造体509の中心からの各質量片の位置や各質量片の大きさ
（マス）により、検出用構造体の回転への寄与度合いを変更することができる。2つの質
量片対を異なる周波数で駆動する場合、コリオリ力もこれらの周波数で検出用構造体509
に作用する。このため、検出用構造体509を支えるバネ5101の特性によっては、2つの軸回
りの角速度に対する感度が大きく異なり、これが検出感度の違いとなって現れる可能性も
ある。しかし、本実施形態によれば、検出用構造体509の中心からの各質量片の位置によ
り2つの軸の感度を略一致させることが可能になる。2つの軸の感度が略一致することは、
検出分解能の観点からも望ましい。第2の実施形態などでは、各質量部の大きさを変える
ことで、2つの軸の感度を略一致させることができる。
【００７４】
（その他の実施形態）
その他の実施形態として、角速度の入力軸毎に検出感度を調整するため、質量部ないし質
量片の参照振動の振幅を変更してもよい。また、参照振動する質量部の駆動速度を大きく
することで、コリオリ力が大きくなり、検出感度を向上させることが可能になる。このた
めには、各実施形態の駆動部に駆動力を調整するための調整ブロックを設ければよい。同
様に、入力軸の検出感度を調整するため、質量部の大きさを変更してもよい。質量部のマ
スが大きくなるほど大きなコリオリ力が発生するため、大きなマスを配置すると、感度を
向上させることが可能になる。この様な形態にすることで、容易に2つの軸回りに作用す
る角速度の検出感度を略一致させることが可能になる。
【図面の簡単な説明】
【００７５】
【図１】(a)は第1の実施形態の2軸角速度センサにおける参照振動、角速度入力、及びコ
リオリ力の方向を示した図であり、(b)は第1の実施形態の2軸角速度センサの構成を示し
たブロック図である。
【図２】(a)は第1の実施形態の好適な構成例を示す分解平面図であり、(b)は(a)の各基板
のＺ方向の配置を示した図である。
【図３】(a)は第2の実施形態の2軸角速度センサにおける参照振動、角速度入力、及びコ
リオリ力の方向を示した図であり、(b)は第2の実施形態の2軸角速度センサの構成を示し
たブロック図である。
【図４】第2の実施形態の好適な構成例を示す分解斜視図である。
【図５】本発明の2軸角速度センサにおける分離・検出機構の一例を備える第3の実施形態
のブロック図である。
【図６】第3の実施形態の分離・検出機構における2つの駆動力の印加状態と、検出用構造
体の位置変化の時間変化を示す図である。
【図７】本発明の2軸角速度センサにおける分離・検出機構の他の例を備える第4の実施形
態のブロック図である。
【図８】第4の実施形態の分離・検出機構における2つの駆動力の印加状態と、検出用構造
体の位置変化の時間変化を示す図である。
【図９】(a)は第5の実施形態の2軸角速度センサにおける参照振動、角速度入力、及びコ
リオリ力の発生方向を示した図であり、(b)は第5の実施形態の2軸角速度センサの構成を
示すブロック図であり、(c)は第5の実施形態における検出用構造体上での質量部の配置を
示した斜視図である。
【図１０】(a)は第5の実施形態の好適な構成例を示す分解平面図であり、(b)は(a)の各基
板のＺ方向の配置を示した図である。
【図１１】背景技術の2軸角速度センサを示す模式図である。
【符号の説明】
【００７６】
11、21、51　　支持基板
101、205、509　　検出用構造体
102、203、505、506　　第1の駆動部
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103、204、507、508　　第2の駆動部
104、206、301、401、510　　制御部
121、131、221、231、523、524、533、534　　第2の駆動部（駆動用固定電極）
151、251、551、552　　第1の参照振動
152、252、553、554　　第2の参照振動
153、253、555、556　　第1のコリオリ力
154、254、557、558　　第2のコリオリ力
155、255、559　　第1の軸回りの角速度
156、256、560　　第2の軸回りの角速度
201、501、502　　第1の質量部（第1の質量片、第2の質量片）
202、503、504　　第2の質量部（第3の質量片、第4の質量片）
521、522、531、532、1108、1109、2110、2111　　第1の駆動部（駆動用固定電極）
1110、1111、2112、5114、5116　　第2の駆動部（駆動用可動電極）
1102、1103、2102、2103、5102　　変位検出手段（検出用可動電極）
1104、1105、2104、2105、5103、5104　　変位検出手段（検出用固定電極）
1106、1107、2108、2109、5110、5112　　第1の駆動部（駆動用可動電極）

【図１】 【図２】
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